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下水道河川総務課下水道河川部

地方公営企業決算状況調査に係る事務

決算審査関連事務

予算要求資料作成

予算書作成

公共下水道事業の補正予算対応

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

伝票処理・契約事務

事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

11

月

12

月
1月7月

決算年度の未収金・未払金確認

事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

事務作業全般

伝票処理・契約事務

事務作業全般

公共下水道事業の伝票処理全般

例月出納検査

統計調査・集計

事務事業概要書

事業概要

地方公営企業法に基づき、公共下水道事業の予算・決算の調製及び予算の執行に関する

業務を行うものです。

事務事業名

減価償却費算定

消費税及び地方消費税の計算・確定申告

決算書作成

8月 9月
10

月
4月 5月

公共下水道事業の予算・決算及び執行に関する事務

部名 課かい名



根拠法令
抜粋

・地方公営企業法

第九条　管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね

左に掲げる事務を担任する。

一　その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。

二　職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱

に関する事項を掌理すること。

三　予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

四　予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

五　決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。

六　議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方

公共団体の長に送付すること。

七　当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。

八　契約を結ぶこと。

九　料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。

十　予算内の支出をするため一時の借入をすること。

十一　出納その他の会計事務を行うこと。

十二　証書及び公文書類を保管すること。

十三　労働協約を結ぶこと。

十四　当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受

けること。

十五　前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則に

よりその権限に属する事項

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 資金に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

公共下水道事業に係る国庫補助金の交付申請・請求、企業債の借入・償還及び現金残高

の管理等、資金に関する業務を行うものです。

国庫補助金会計検査 事務作業全般

9月
10

月

11

月

国庫補助金実施計画作成、交付申請 事務作業全般

国庫補助金翌年度要望 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

伝票処理・契約事務

企業債借入事務 事務作業全般

国庫補助金繰越申請 事務作業全般

国庫補助金請求事務 事務作業全般

企業債当初計画作成 事務作業全般

公共下水道事業会計負担金事務 伝票処理・契約事務

資金管理事務 事務作業全般

企業債協議資料作成 事務作業全般

企業債償還事務



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

第五条　補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政

令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他

必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対し

その定める時期までに提出しなければならない。

・地方財政法

第五条　地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければなら

ない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができ

る。

一　交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」と

いう。)に要する経費の財源とする場合

二　出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買

収するために要する経費の財源とする場合を含む。)

三　地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

四　災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五　学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾そ

の他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方

公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負

担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地

としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得する

ために要する経費を含む。)の財源とする場合
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事務事業名 相模川流域下水道に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

茅ヶ崎市が管理している下水道により排除される下水は、神奈川県所管の終末処理場（柳

島水再生センター）に接続されています。柳島水再生センターの維持管理・建設を行って

いく上で必要となる費用を負担するもの及び相模川流域下水道処理場等所在地負担金の

収入及び支出に関連する事務を行うものです。

相模川流域下水道建設費負担金支払事務 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

相模川流域下水道維持管理費負担金支払事務 伝票処理・契約事務

維持管理費予算要求資料作成（神奈川県よりデータ受領） 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務作業全般

相模川流域下水道左岸処理場公害対策委員会補助金の申請等受付 申請等受付

建設費予算要求資料作成（神奈川県よりデータ受領） 事務作業全般

相模川流域下水道処理場等所在地負担金請求事務 事務作業全般

相模川流域下水道処理場等所在地負担金予算要望事務 事務作業全般

相模川流域下水道処理場等所在地負担金決算報告事務 事務作業全般

柳島記念館の運営管理に係る事務



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法

第二条

四　流域下水道　次のいずれかに該当する下水道をいう。

イ　専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除

し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域におけ

る下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの

・相模川流域下水道の維持管理に関する原則

３ 流域下水道の維持管理費については、原則として流域下水道を使用する関連市町が負

担するものとし、維持管理負担金は、各年度の維持管理に要する費用から県が負担する費

用（一般管理費のうち常勤役員報酬の1/2 、水質管理費の公費の1/2 、調査研究費の1/2 

及び広報費の1/2 の額）を除いた額を直接維持管理費及び間接維持管理費については実績

流入量の割合により、雨天時増水対策費については実績の雨天時浸入水量の割合によ

り、関連市町が負担するものとする。

・相模川流域下水道の設置・改築等に関する費用負担の原則

１ 流域下水道の設置・改築等の建設改良費（国庫補助事業については地方負担額）につ

いては、県と関連市町が分担するものとし、その負担割合はそれぞれ２分の１とする。

ただし、建設に係る給与費のうち一般会計の業務に係る費用等については、県が全額負

担する。

また、相模川流域の建設に係る給与費・事務費は、建設に係る給与費・事務費の総額に

対して、建設改良費のうち工事費等（建設改良費から建設に係る給与費・事務費及び固定

資産購入費を除いた費用）の相模川流域に係る費用の割合を掛けて計算する。

・相模川流域下水道処理場等所在地負担金取扱要領

１　本要領は、相模川流域下水道事業における処理場等所在地負担金の交付の対象とな

る事業、額の決定、交付及び決算報告等に関する事項について、その取扱いを定める。　

・相模川流域下水道事業研修施設等の運営及び維持管理に関する協定書

第１条　この協定は、次条に定める施設（以下「研修施設等」という。）の適切な運営

管理を図るため、当該施設の運営及び維持修繕等の方法並びに甲乙の協力体制、役割分

担等に関し必要な事項を定めるものとする。

・茅ヶ崎市下水道河川部下水道河川総務課所管に係る補助金交付要綱

第1条　この要綱は、茅ヶ崎市下水道河川部下水道河川総務課が所管する補助金の交付に

ついて、茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則(平成4年茅ヶ崎市規則第26号。以下「規

則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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事務事業名 下水道使用料に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

公共下水道事業会計における経営の安定化を図るため、適正に使用料を賦課・徴収し、

自主財源の確保を図ります。

下水道使用料予算事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

下水道使用料徴収事務委託料支払い事務 事務作業全般

下水道使用料決算事務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務作業全般

維持管理負担金事務 事務作業全般

下水道使用料調定事務 事務作業全般

下水道使用料請求事務 事務作業全般

下水道使用料収納事務 事務作業全般

上下水道料金システム賦課徴収事務



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法

（使用料） 

第二十条  　公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者

から使用料を徴収することができる。 

２  　使用料は、次の原則によつて定めなければならない。 

一  　下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。 

二  　能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。 

三  　定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

四  　特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 

３  　略

・茅ヶ崎市下水道条例

（使用料の徴収）

第15条　公共下水道の使用料（以下「使用料」という。）は、使用者から徴収し、その

額は、次に掲げる額を合計して得た額（その額に1円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた額）とする。

(1)～(3)　略

2　前項の規定にかかわらず、市長は、排除される汚水の水質が著しく悪いため汚水の処

理及び公共下水道の維持に特別の費用を要すると認めるものについては、前項に規定する

使用料の額の3倍の範囲内の額の使用料を使用者から徴収することができる。

3　使用料は、2月分ごとの公共下水道に排除する汚水の量（以下「汚水排除量」とい

う。）により算定し、徴収する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、1月分ご

との汚水排除量により算定し、徴収することができる。

4　使用料の納期限その他使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

5　略
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事務事業名 公共下水道事業受益者負担金賦課徴収に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

年度当初に新規処理区域の公告、新規受益者に対して負担金の説明及び賦課徴収を適切に

行います。

納付書・決定通知書発送 事務作業全般

9月
10

月

11

月

賦課区域の公告 事務作業全般

申告書発送 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

納付書発行に伴う徴収事務 事務作業全般

新規受益者への負担金の説明 事務作業全般

次年度の賦課区域の公告準備 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・都市計画法

(受益者負担金)

第七十五条　国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者

があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利

益を受ける者に負担させることができる。

・地方自治法

（分担金）

第二百二十四条　普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地

方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事

件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することが

できる。

・茅ヶ崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例

（受益者）

第2条　この条例において「受益者」とは、都市計画法第62条第1項の規定により事業の

認可について告示された区域(以下「事業認可区域」という。)内に存する土地の所有者を

いう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため

に設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」

という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又

は賃借人をいう。

以下省略

(負担金の賦課及び徴収)

第5条　市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった負担金賦課対象区域内の

土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により負担金の額を定め、これを賦課し、及び徴

収するものとする。

以下省略

（分担金）

第10条　市長は、事業認可区域以外の区域に存する土地のうち、下水道法(昭和33年法律

第79号)第24条第1項の規定による許可に基づき、公共下水道に汚水を排除することがで

きることとなったもの(以下「認可区域外流入地」という。)の所有者(地上権等の目的と

なっている認可区域外流入地にあっては、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借

人)から分担金を徴収するものとする。
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受益者負担金の滞納債権管理 事務作業全般

徴収猶予取消決定通知書及び納付書の起案 事務作業全般

徴収猶予取消決定通知書及び納付書の送付 通知等発送

受益者負担金の収納 伝票処理・契約事務

対象物件の把握 事務作業全般

関連資料の調査 現場調査・訪問

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

事務事業名 公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消に関する事務

事業概要

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予が認められていた土地について、その猶予事由が消

滅した際に、受益者に対して徴収猶予取消の決定及び、公共下水道事業受益者負担金の徴

収事務を適正に行います。

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

・都市計画法

(受益者負担金)

第七十五条　国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者

があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利

益を受ける者に負担させることができる。

・茅ヶ崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例

（受益者）

第2条　この条例において「受益者」とは、都市計画法第62条第1項の規定により事業の

認可について告示された区域(以下「事業認可区域」という。)内に存する土地の所有者を

いう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため

に設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」

という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又

は賃借人をいう。

2　市長は、事業認可区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地

区画整理事業に係る土地で仮換地の指定を受けたものについて必要があると認めるとき

は、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者として定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第6条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することが

できる。

(1)　受益者が、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予する

ことがやむを得ないと認められるとき。

(2)　受益者が、災害等の理由により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴

収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3)　その他市長が特別の事情があると認めたとき。

・茅ヶ崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

(徴収猶予の取消し)

第9条　前条第2項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅

したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2　市長は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直

ちに徴収猶予を取り消し、その旨を公共下水等事業受益者負担金徴収猶予取消決定通知

書により通知するものとする。

3　市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その猶予に係る負担金の額

を一時に徴収することができる。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 排水設備に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

公共下水道の機能を阻害させないため、排水設備の適切な指導及び検査を行います。

排水設備に係る検査業務 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

排水設備に係る指導 相談・問合せ対応

排水設備新設等確認申請に係る事務処理 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

責任技術者・指定工事店登録に係る事務処理 事務作業全般

開発許可等に係る事務処理 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法

(排水設備の設置等)

第十条　公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内

の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水

を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排

水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管

理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

・茅ヶ崎市下水道条例

(排水設備の新設等の基準)

第3条　排水設備義務者が排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行

おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1)～(5)　略



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

水洗化奨励金の支給 伝票処理・契約事務

融資斡旋に関する調整事務 伝票処理・契約事務

水洗化促進に向けたリーフレットの送付 周知・広報

公共下水道事業接続促進業務 周知・広報

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

事務事業名 公共下水道への接続促進に関する事務

事業概要

公共下水道への未接続家屋に対し、水洗化普及に向けた啓発活動を推進し、接続率の向

上を図ります。

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

・下水道法

(排水設備の設置等)

第十条　公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内

の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水

を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排

水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管

理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

(水洗便所への改造義務等)

第十一条の三　処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、

当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示さ

れた下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水

道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

２　省略

３　省略

４　同上

５　市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通

又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合におけ

る和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

６　省略

・茅ヶ崎市水洗化等奨励金交付規則

(目的)

第1条　この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に

定める処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造

し、又はし尿浄化槽の機能を停止して、それぞれ公共下水道に接続(以下「改造」とい

う。)を行う者に対し、水洗化等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、水洗便所の

普及整備を図ることを目的とする。

以下省略

・茅ヶ崎市水洗化等資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

(目的)

第1条　この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域(以下

「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽

の機能を停止してそれぞれ公共下水道に接続(以下「改造」という。)する場合、これに要

する資金(以下「水洗化等資金」という。)の融資をあっせんしその利子を補給することに

より、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

以下省略

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

指定工事店・責任技術者登録の更新案内事務 事務作業全般

指定工事店・責任技術者登録手数料に関する事務 伝票処理・契約事務

指定工事店・責任技術者登録状況の管理事務 事務作業全般

指定工事店・責任技術者登録申請受付及び決定事務 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

事務事業名 指定工事店、責任技術者登録に関する事務

事業概要

指定工事店及び、責任技術者の登録を適切に行います。

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市下水道条例　抜粋

(排水設備等の工事の施行)

第5条　排水設備等の新設等の設計及び工事の施行は、本市又は排水設備等の工事につい

て技能を有すると本市が認めた者(以下「責任技術者」という。)として本市が指定する業

者(以下「指定工事店」という。)でなければこれを行うことができない。

以下省略

・茅ヶ崎市下水道排水設備指定工事店に関する規則　全文

(趣旨)

第1条　この規則は、茅ヶ崎市下水道条例(昭和38年茅ヶ崎市条例第4号。以下「条例」と

いう。)第5条第4項の規定に基づき、茅ヶ崎市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事

店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

以下省略

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 水質規制に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

公衆衛生の向上の寄与及び公共用水域の水質の保全に資するため、市内事業所から安全

な下水が排出されるよう立入検査・指導等を行います。

市内多量排水事業場等への立入検査 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

下水道法に基づく届出事務 事務作業全般

茅ヶ崎市下水道条例に基づく届出事務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

異常水発生時の対応 現場調査・訪問



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法

（特定事業場からの下水の排除の制限）

第十二条の二　特定施設（政令で定めるものを除く。第十二条の十二、第十八条の二及

び第三十九条の二を除き、以下同じ。）を設置する工場又は事業場（以下「特定事業

場」という。）から下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末

処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第十二

条の五、第十二条の九、第十二条の十一第一項及び第三十七条の二において同じ。）を

使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口におい

て政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

（特定施設の設置等の届出）

第十二条の三　工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、

当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

（事故時の措置）

第十二条の九　特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係

る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるもの

を含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したとき

は、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急

の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道

管理者に届け出なければならない。

２　省略

・茅ヶ崎市下水道条例

（除害施設の設置等の届出）

第十二条　除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更

しようとするときも、また同様とする。

・流域下水道維持管理要綱

（特定事業所等の監視）

第18条　流域関連市町は、特定事業場等から排出される下水について次条に規定する

「特定事業場等水質検査実施基準」及び第19条の2に規定する「特定事業場等施設検査実

施基準」に基づき、法第13条に基づく排水設備等の検査を実施するとともに、次の各号

に適合させるために必要な措置を講ずるものとする。

以下省略



1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■

5 ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 経営戦略のモニタリングに関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課

事業概要

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画

として策定した経営戦略について、毎年度、計画と実績との乖離検証を行うものです。

（茅ヶ崎市公共下水道事業は、平成31年3月に策定、経営戦略の見直しを行う年度は見直

しと併せて実施）

指標について検証 事務作業全般

9月
10

月

11

月

現行データの決算値等との比較・置き換え 事務作業全般

類似団体の経営分析比較結果の反映 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

計画と実績数値との比較 事務作業全般

モニタリング結果の公表 周知・広報



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・平成26年８月29日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■

7 ■

8

9

10

11

12

13

14

15

下水道運営審議会 審議会

庁議 庁内調整・会議

パブリックコメント パブコメ等市民参加

中間見直し後経営戦略完成・公表 周知・広報

中間見直し後経営戦略素案作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

計画期間内の事業費洗い出し 事務作業全般

人口・収入等の最新値への置き換え 事務作業全般

事業概要

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画

として策定した経営戦略について、数値等の見直しを行うものです。（令和6年度に実

施、次回は令和11年度に実施予定）

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 経営戦略の見直しに関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

・平成26年８月29日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■

3 ■ ■

4 ■

5 ■

6 ■

7 ■

8 ■

9 ■

10 ■

11

12

13

14

15

学識委員の新年度推薦依頼（隔年） 通知等発送

学識委員の委嘱（隔年） 事務作業全般

公募市民委員の第１回選考会議（隔年） 庁内調整・会議

公募市民委員の広報紙掲載依頼（隔年） 周知・広報

公募市民委員の公募（隔年） 周知・広報

公募市民委員の第２回選考会議開催（隔年） 庁内調整・会議

公募市民委員の委嘱（隔年） 事務作業全般

公募市民委員選考会議の事前準備（隔年） 事務作業全般

9月
10

月

11

月

議題、開催日時調整・案内・議事録作成 事務作業全般

審議会開催（回数・時期は議題による） 審議会

事業概要

地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関で、下水道使用料、公共下水道事業に

係る受益者負担金その他下水道の運営に関する事項につき市長の諮問に応じて調査審議

し、その結果を答申し、又は建議します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 下水道運営審議会事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

・地方自治法

第百三十八条の四

③　普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関と

して自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のた

めの機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りで

ない。

・茅ヶ崎市附属機関設置条例

第1条　地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置

に関しては、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところに

よる。

第2条　執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。

第3条　この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執

行機関の規則その他の規程で定める。

・茅ヶ崎市下水道運営審議会規則

第1条　この規則は、茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成10年茅ヶ崎市条例第44号)に基づき

設置された茅ヶ崎市下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の所掌事項、組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9

10

11

12

13

14

15

マンホールカード（既存）の在庫管理事務 伝票処理・契約事務

マンホールカード（新規）申請事務（R7年度のみ） 事務作業全般

マンホールカード（新規）の在庫管理事務（R7年度から） 伝票処理・契約事務

受託事業者との協議 庁外調整・会議

「下水道だより」の内容最終調整 庁内調整・会議

「下水道だより」の配布（広報）事務 周知・広報

「下水道だより」の企画事務 事務作業全般

「下水道だより」受託事業者との契約、支払事務 伝票処理・契約事務

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

事務事業名 下水道広報に関する事務

事業概要

下水道の役割や仕組みを理解していただき、下水道事業に関する知識の普及をもって、快

適な生活環境や公共用水域の水質保全に寄与することを目的として広報事業を行います。

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし



1 ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

9 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■

11

12

13

14

15

日本下水道協会主催「下水道の日『下水道いろいろコンクール』」の広報 周知・広報

神奈川県下水道協会からの広報活動用ＰＲ用品の配布希望 事務作業全般

下水道公社主催「夏休み下水道教室」の広報 周知・広報
下水道公社主催「 下水道作品コンクール（作文・ポスター・書道）」の広報、事務作業 周知・広報

下水道公社主催「 下水道サポーター」の広報 周知・広報

県砂防協会「土砂災害防止に関する絵画・作文」の広報・事務作業 周知・広報

県依頼「下水道の日」の広報 周知・広報

下水道公社主催「 下水道出張教室」の広報 周知・広報

9月
10

月

11

月

下水道公社広報事業等連絡調整会議 庁外調整・会議

下水道公社主催「下水道ふれあいまつり」の準備・参加 イベント開催

事業概要

県下水道公社主催の下水道ふれあいまつりへの参加等、他機関からの依頼による下水道

関連事業の周知等を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 他機関主催の事業を活用した下水道広報に関する事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川総務課



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし


